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全国特別重点調査
　1.国土交通省から要請 (令和7年3月18日)
　　①対象 : 設置から30年が経過した内径2m以上の下水道管
 うち、埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の構造や過去の点検で腐食が確認された箇所 が優先実施箇所 とされた
　　②調査方法 : 潜行目視又はテレビカメラによる調査にて緊急度※判定を行う
 ※緊急度毎の対応  緊急度Ⅰ … 原則1年以内の速やかな対策を実施
    緊急度Ⅱ … 応急措置を実施した上で、5年以内に対策を実施
    緊急度Ⅲ … 簡易な対応により必要な処置を5年以上に延長可能
　　③ 結果公表時期 : 優先実施箇所 ・・・ 令和7年9月17日 国土交通省から公表済
  　　　　その他の箇所 ・・・ 令和8年2月下旬以降に国土交通省から公表予定 (時期未定)
　2.優先実施箇所の調査結果の詳細

管きょ、マンホールについて
　点検・調査頻度
　　最重要施設（河川・軌道横断部、緊急輸送路部）
 　点検は1回/5年に実施。調査は1回/10年、点検で異状が確認された場合
　　　又は道路陥没等事故の未然防止に必要な場合に実施。
　　重要施設(推進工法・シールド工法施工箇所)
　　　　点検は1回/10年に実施。調査は1回/20年、点検で異状が確認された場
　　　合又は道路陥没等事故の未然防止に必要な場合に実施。
　　上記以外
　　　　点検は1回/15年に実施。調査は1回/30年、点検で異状が確認された場
　　　合又は道路陥没等事故の未然防止に必要な場合に実施。
　　いずれの施設も緊急度Ⅰ・Ⅱで改築を実施
　3.今後の対応
　　浸入水を止めるための補修を実施し、そのうえで対策工法を検討する。
　　対策完了までは道路上からの点検頻度を増やし経過観察を行う。

位置図　亀山市の下水道幹線（赤線部）

②埼玉県八潮市の道路陥没事故をうけた下水道管路の調査についてInformation
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